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は じ め に

本稿は，独立後のアゼルバイジャンの政治体

制について，現在の与党新アゼルバイジャン党

（Yeni Az�rbaycan Partiyası，以下YAP）を中心に

政権構造を明らかにすることで，同国の政治体

制に関する分析に新たな視点を提示することを

目的とする。

１９９１年までソ連邦の一連邦構成共和国であっ

たアゼルバイジャンは，独立期の極度の混乱の

後，かつてアゼルバイジャン共産党第一書記を

務めたヘイダル・アリエフ（Heyd�r liyev，以

下ヘイダル）（注１）が１９９３年６月，約１１年ぶりに国

の最高指導者に返り咲いた。１０年にわたるヘイ

ダル政権は権威主義的であるとの批判を内外か

ら受けたが，政権は２００３年１０月の大統領選挙に
・

よって子息イルハム・アリエフ現大統領（ Ilham

liyev，以下イルハム）に引き継がれ，現在も概

ね安定を保っている。

ソ連邦崩壊にともなう１５連邦構成共和国の独

立と体制転換の過程は，当初世界的な民主化の

一環としてとらえられたが，１５年を経た今，こ

の政治変動によって各国に誕生した体制の多く

は民主的ではないとする見方が大勢である。こ

れを受けて従来の移行論も見直しが進み，それ

以前にあった権威主義的な体制からの一定の改
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善があったことを認めつつ，それが実質的には

民主的でない部分を含んでいることに注目して

「グレーゾーン」［Carothers２００２］や「ハイブ

リッド」［Diamond２００２］といった表現が盛ん

にもちいられるようになった。また，これにと

もなって政治体制の類型化をめぐる議論も新た

な展開をみせ，論者の分析枠組みに従って様々

な形容詞をともなったいわゆる「形容詞付民主

主義／権威主義」［Levitsky and Way２００２］の論

考も多数発表されている。「準権威主義」（Semi

−Authoritarianism）という用語を提唱したオッ

タウェイ（Marina Ottaway）の試みも，民主的

特徴と権威主義的特徴を併せもつ政治体制を

「移行の過渡的な状態」や「不完全な何か」で

はなく，それ自体ひとつの政治的な帰結として

概念化しようとするものであった［Ottaway

２００３］（注２）。

アゼルバイジャンの政治を中心に扱った研究

では，ヘイダル政権の個人支配的性格，ヘイダ

ルへの政治的経済的資源の集中を背景としたパ

トロネージ・ネットワーク，構造的汚職，支配

的クラン（地域閥）の存在（とその間での権力闘

争）といった点に着目して，「大統領君主制」

［Kamrava２００１］，「新家産制」［Lash２００２］，「民

主主義・権威主義のどちらの純粋型でもない」

［Rasizade２００３］，「戦時権威主義」［廣瀬２００５］

などの評価がなされてきた。また，オッタウェ

イの議論を援用しつつ「スルタン主義的な準権

威主義」（Sultanistic Semi−Authoritarianism）とい

う枠組みを提唱したグリエフ［Guliyev２００５］

も，アゼルバイジャンの政治空間がフォーマル

な部分とインフォーマルな部分から成るとし，

より後者を重視する立場をとっている。

このように，先行研究では政権の新家産制的

な側面を重視した議論がなされてきたが，一方

で制度や政治組織への注目は総じて低かった。

グリエフが主張するようにアゼルバイジャンの

政治空間がフォーマルな部分とインフォーマル

な部分から成るとするならば，また，政治体制

が「政治権力が社会内で広範な服従を確保し，

安定した支配を持続するとき，それを形づくる

制度や政治組織の総体」［山口１９８９，５―７］であ

るならば，制度や政治組織といったフォーマル

な部分への視点も必要である。また，先行研究

においては総じて政権の新家産制的な性格を指

摘するにとどまり，その構造的分析がこれまで

十分に行われてきたとはいえない（注３）。

以上の点を踏まえ，本稿ではアゼルバイジャ

ンの政治体制の一端を明らかにする試みとして，

政権与党YAPに注目する。以下では，なぜ政党

に着目するのかについて，まず旧ソ連地域にお

いて政党に着目する意義を述べ，その上で参考

となる理論的枠組みを２つ提示する。

Ⅰ なぜ「政党」なのか──政府党体制，

政党型権威主義体制──

ソ連邦は基本的に共産党の一党支配体制であ

り，共産党が国家をコントロールする，「党＝

国家体制」［塩川１９９３］であった（注４）。塩川に

よれば，一党制と複数政党制の違いは「量的な

違いよりもむしろ質的な違い」であり，特にソ

連のシステムは「国家との全面的な癒着，とく

に治安機関・軍の強固な掌握，マスメディアや

社会団体に対する独占的な統制，そしてそれら

の要をなす独自の人事管理制度としてのノメン

クラトゥーラ制度といった独自の特徴をもって

いた」［塩川１９９４，１９２―１９３］。
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ソ連邦はその末期に共産党の指導性を放棄し

て複数政党制となったが，新たに独立した国の

多くにおいては，複数の政党は誕生したものの

西欧的な意味での政党政治は機能せず，強権を

有する大統領を頂点とした行政府中心の体制が

支配的となった（注５）。また，近年CISの一部（ロ

シア，カザフスタン，タジキスタン）で政権中枢

の主導で政権与党が巨大化する傾向がみられる

ことも注目に値する（注６）。過去１４年にわたって

２代の大統領をひとつの党が支えてきたアゼル

バイジャンにおける政府と政党との関係を考察

することは，先行研究で不足していた構造的・

制度的側面の分析につながり，ソ連崩壊後の独

立諸共和国におけるこの問題の分析にも重要な

示唆を与えるであろう。

上記のような，CIS諸国における政権と政党

との新たな関係性をとらえる上で参考となるの

が，藤原帰一が提唱した「政府党体制」［藤原

１９９４］と，岸川毅が提示した「政党型権威主義

体制」［岸川１９９６］である。両者の議論はメキ

シコや東南アジアを中心に，冷戦期から存在し

た非軍政の権威主義体制を，政党と国家との関

係に注目して分析したものである。

東南アジア諸国の体制を考察の対象とした藤

原は，その特徴として政府と政党の結合を挙げ

る。「政府党」とは，「組織・人員・財政支出に

おいて行政機構のリソースを排他的に利用し，

行政機構との区別がつかなくなった政党」［藤

原１９９４，２３２］である。藤原は塩川（１９９３）の

議論を参照しつつ，政府党は党＝国家体制のよ

うに党が国家を指導するのではなく，「政府の

党」として政府がその形成主体となる点を重視

する。この事例としてシンガポール（人民行動

党＝PAP），マレーシア（統一マレー人国民組織

＝UMNO），インドネシア（ゴルカル）を取り上

げ，また失敗事例としてフィリピン（新社会運

動＝KBL）が挙げられる。他方，野党は周縁化

し，藤原はこれを「在野党」と呼ぶ。このよう

に，政府党が存在する結果，制度上は政党間の

競合が保障されているものの実際は「政党間の

競合から政治権力の掌握が事実上脱落した体

制」を，藤原は「政府党体制」として提示する。

岸川の議論は東南アジア（シンガポール，イ

ンドネシア）に加えてメキシコ（制度的革命党＝

PRI）を主たる対象とし，それらを，ヘゲモニ

ー政党制をとる権威主義体制の事例としてとら

えている。そこで媒介となるのは「国家（ある

いは支配政治エリート集団）の道具としての従属

的な組織である『国家政党』」［岸川１９９６，２５４］

であり，特に選挙の支配を通じて体制が維持さ

れると指摘する。

岸川が「政党型権威主義体制はなぜ民主化し

ない（しにくい）のか」という視点を軸に，選

挙のあり方を中心的な論点として権威主義から

民主主義への「移行」を強く念頭に置いている

のに対し，藤原は「政府党体制」が全体主義，

権威主義，民主主義の３つを横断しながら独自

の性格をもつとし，その安定性・継続性そのも

のに注目している点で違いがある。また，両者

に共通する問題点として，何をもって「国家政

党」「政府党」とするのか明示できていないと

いう点が存在する（注７）。しかしながら両者の議

論は，政府と政党が密接に結び付き，その体制

が本質的に非民主的であり，かつ高い安定性を

示していることに着目している点，党から国家

への影響力行使ではなく，「国家の政党」「政府

の党としての与党」という特徴を重視する点で

共通しており，このことは，CIS諸国における
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行政府中心の体制下での複数政党制の実践を考

える上でも重要な指摘である。

Ⅱ アゼルバイジャンの

政治過程，憲法制度

１．政治変動

ここでソ連末期からのアゼルバイジャンの複

雑な政治過程を振り返っておきたい。１９６９年か

ら８２年までの１３年にわたりアゼルバイジャン共

産党第一書記を務めたヘイダルは，モスクワへ

の栄転後も共和国指導部に影響力をもち続けた。

しかしヘイダルは１９８７年にゴルバチョフとの政

争に敗れて失脚し，共和国指導部も，当時共和

国で深刻化していた諸問題（経済の混迷，帰属

変更を要求するナゴルノ・カラバフ自治州のアル

メニア人の活動，これに反発する民族主義勢力の

急速な勢力拡大）に対処することができずに権

威を低下させ，国内は混沌とした状況が生じは

じめた。１９８９年には人民戦線（Az�rbaycan Xalq

C�bh�si）が設立され，その圧力によって共和

国は経済主権宣言に至り，共和国共産党の主導

権は失われた。アゼルバイジャンでの民族主義

運動の急進化と共和国の遠心化に危機感を抱い

た連邦中央は，１９９０年１月に起きた民族衝突を

きっかけに軍事的に介入し，民族主義勢力を弾

圧した（黒い１月事件）。この時共和国共産党第

一書記に就任したA．ムタリボフは連邦中央と

の関係を重視し，前指導部から距離を置い

た（注８）。

この後アゼルバイジャンでは連邦の庇護の下，

ムタリボフ率いる共産党政権が一時的に求心力

を回復させたが，一方ヘイダルは１９９０年９月の

共和国・自治共和国人民代議員選挙の両方に地

元ナヒチェヴァン自治共和国から出馬・当選し，

政界復帰を果たした。１９９１年９月３日に圧倒的

な支持で自治共和国最高会議議長に就任したヘ

イダルは，共和国中央との対立からナヒチェヴ

ァンでの政治活動に力を入れ，近隣諸国との外

交を独自に行うなどして地盤を強化した（注９）。

１９９０年９月に選出された共和国最高会議は共

産党系の議員が圧倒的多数を占めていたが，ナ

ゴルノ・カラバフ問題の悪化や連邦中央でのク

ーデター未遂事件を機に人民戦線が再び勢力を

拡大し，９１年１１月，ムタリボフ政権は人民戦線

と妥協し，両派の最高会議議員から各２５名ずつ

の５０名で構成される常設の合議体を最高会議内

に置くことで合意した（注１０）。

ムタリボフ政権と人民戦線は熾烈な政治闘争

を繰り広げていたが，１９９２年２月に起こったホ

ジャル事件（注１１）を受けて３月にムタリボフは辞

任し，５月のムタリボフ復帰騒動を経て人民戦

線が政権を握った。６月に実施された大統領選

挙では人民戦線議長アブルファズ・エルチベイ

（ bülf�z Elçibey）が当選し，人民戦線政権が

本格的にスタートした。しかしながら，エルチ

ベイ率いる人民戦線政権はカラバフ紛争での劣

勢と壊滅的な経済状態，国際的な孤立などの内

憂外患に有効な策を講じることができずに急速

に支持を失い，翌１９９３年６月，S．ヒュセイノ

フ率いる軍部隊のクーデターによってあっけな

く崩壊した（注１２）。クーデター部隊が首都バクー

に迫るなか，ヘイダルはエルチベイ大統領に招

聘されて国民議会議長兼国家元首代行となり，

ヘイダル政権がスタートした。１０月に国民投票

によって正式に大統領に就任したものの，ヒュ

セイノフ派や人民戦線政権の一部を含んだ政権

基盤は当初不安定であったが，２度のクーデタ
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ー未遂を乗り越えた後，新憲法が成立した１９９５

年１１月以降政権は安定し，９８年には大統領に再

選された。

２００３年になると，１９９３年の選挙による大統領

当選は９５年成立の現行憲法ではカウントされず，

したがって三選禁止規定には反しないという憲

法解釈を背景に，ヘイダルは三選を狙ってYAP

から出馬したが，健康状態が悪化したために投

票日直前に出馬を取り下げた。イルハムは当時

首相であり，大統領選挙には無所属で立候

補（注１３）していたが，これを受けて急遽YAPの候

補となり，当選を果たした。

このように，旧共産党直系・民族主義勢力の

双方が政治権力の確立に失敗し，当初混乱を極

めたアゼルバイジャンの政局は，ヘイダルが第

三の勢力として政権に就いた１９９３年６月を境に

安定的なものになった。

２．憲法制度

次に，アゼルバイジャンの憲法制度について

概観する。１９９５年の憲法は２００２年の国民投票に

よって一部改正されて現在に至っている。国家

元首である大統領は任期５年で三選が禁止され

ており，首相を含む閣僚（注１４），バクー市を含め

た全地区行政府長官を任免し（注１５），憲法裁，最

高裁，経済裁判事の任命を議会に提案し，議会

の承認を得て検事総長を任命する権限を有する。

憲法には閣僚会議は首相が長を務めると定めら

れているが，必要に応じて大統領が主宰する権

利をもつ。２００２年までは大統領代行権者は国民

議会議長であったが，国民投票による部分改憲

にともない代行権者は首相となった。議会（国

民議会）は任期５年・定数１２５議席の一院制（注１６）

で，大統領によって解散されない，大統領弾劾

を決議する権限をもつ（注１７）などの点はあるもの

の，行政府に対するコントロール機能は事実上

ほとんどない［Arifoglu and Abbasov２０００］。地

区レベルには代議機関がなく，住民の参政はよ

り下のレベルである自治組織（b�l�diyy�）に限

られる（注１８）。行政府が非常に強く，中央集権的

な体制である点は同じく権威主義的と評される

中央アジア諸国と似通っており（注１９），こうした

強権を有する大統領による「統治」が，アゼル

バイジャンにおいても政治的安定に一定程度寄

与してきたと考えられる。

Ⅲ YAP結成の経緯

YAPは１９９２年１１月，当時ヘイダルがトップで

あったナヒチェヴァン自治共和国で結成された。

ヘイダル派結集の動きは１９９０年末あたりから首

都バクーを中心に存在し［Xalq ２００４］，ナヒチ

ェヴァンでも１９９２年初めから具体的な動きが始

まっていた［Bizim sr ２００１］。

１９９２年１０月１６日，新党結成を求めて９１人の知

識人が連署したヘイダル宛公開書簡が地元紙

S�s（声）に掲載され，ヘイダルは同月２４日付S�s

紙に要請を受ける旨の回答を掲載し，１１月２１日

の設立協議会を迎えた。ナヒチェヴァン市で開

かれた設立協議会には全国から５５０人の代表が

参加し，党規約を採択し，党役員を選出した。

人民戦線政権成立前後はヘイダルと人民戦線と

の関係は少なくとも表面上良好であったが，政

権への支持が急速に低下し，政局が再び混迷し

つつあったこの時期，新党結成はまさに不満の

受け皿としての立場を鮮明にするものであった。

新党結成に向けた動きがヘイダルの意向の現

れであったことは間違いないが，公にはYAP結

成は有志による組織委員会がヘイダルに党首就
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任を要請するという形をとっていた。この時公

開書簡に署名した知識人たちは，その人数から

「９１人」（91−l�r）と呼ばれるようになる（注２０）。

知識人たちの要請文は（１）人民戦線政権の指導

力・行政手腕の不足，（２）エネルギー資源開発

をはじめとする経済政策への不満，（３）幹部政

策への不満，（４）カラバフ紛争の党派的利用と，

諸派乱立状況への不満，（５）ヘイダルの指導力

への期待，ナヒチェヴァンで発揮した政治手腕

への賛辞，の５点からなっており，有志が進め

ている新党結成の運動に指導力を発揮すること

を要請していた（注２１）。これに対し，ヘイダルの

回答は，知識人たちの懸念に賛意を示し，（１）

カラバフ問題の解決，（２）経済建て直し，（３）新

たな幹部政策，（４）法の支配強化と民族・宗教

・政治信条によらずすべてのアゼルバイジャン

市民の糾合，（５）国家分裂の阻止，の５点を列

挙した上で，要請に応じる姿勢を明らかにした。

注目すべきはカラバフ紛争の解決，経済回復

と並んで幹部政策が挙げられていることである。

この時期，国家機構において人員の「人民戦線

化」が行われて反発が広がっていたとされ

［Goltz１９９８，２８４］，人事問題への言及は冷遇

されていた人々の不満を糾合する目的があった

と思われる。結党時の急速な組織拡大は，旧体

制エリート層の包摂に成功したという側面が強

い（注２２）。

ヘイダル派が政党という形式を採用した理由

としては，選挙対策という側面が存在する。１９９１

・９２年の大統領選挙は６５歳以上の立候補を禁じ

た大統領選挙法で行われたため，ヘイダル（当

時６９歳）は出馬できなかった（注２３）。さらに，停

止された最高会議と議会の全権を掌握した５０人

の国民議会に代わり，人民戦線政権下で新議会

の選挙が予定されていた（注２４）。また，１９９２年に

成立した政党法による複数政党制の本格的な開

始がある。これによって拠点としての政党支部

を設置することが可能となり，ナヒチェヴァン

での地盤を強化するとともに，共和国全土での

支持固めが本格化した。創設メンバーは各々の

出身地や地盤の組織構築を担当し，年が明けた

１９９３年初めから各地で地区組織が設立され始め

た（注２５）。

YAPは結党以来急速に組織を拡大していった。

表１はYAP側の発表にもとづき，初級党組織と

党員数の推移を一覧にしたものである。水増し

初級党組織 党員数

１９９３
１９９４
１９９５
１９９９
２００１
２００５

N.A.

１，４６０
N.A.

４，３００
５，４０７
６，４３９

４３，０００
８３，０００
９５，０００
１５９，５５６
２２９，１５５
３５９，７０９

表１ YAPの拡大

（出所）１９９３年，１９９５年はH�s�nov and Mirz�zad�（２００２，５５），１９９４年はAz�rbaycan Respublikası Prezidentinin
Aparatı（２００２，２７６），１９９９年はYAP “I Qurultayı”，２００１年・２００５年はYAP “III Qurultayı”をもとに筆者作成。

新アゼルバイジャン党と政治体制
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党大会

政治評議会

執行書記

幹事会副議長

副執行書記

会議

評議会議長

幹事会副議長

総会

議長 幹事会

副議長

会議

政治評議会

 

議長

執行書記

幹事会副議長

会議

評議会議長

幹事会副議長

総会

議長 幹事会

副議長

事務組織

中央

ナヒチェヴァン自治共和国

地方党組織 地方党組織

初級党組織 初級党組織

選出

指導

議長 中
央
統
制
監
査
委
員
会

代
議
員

代
議
員

監
査
委
員

監
査
委
員

統
制
監
査
委
員
会

の可能性もあるが，反対派各党が２～７，８万

程度といわれるなか，突出した数であることは

間違いない。２００７年７月時点での党員数は４２万

人を超え，数の上ではソ連末期のアゼルバイジ

ャン共産党（１９８７年時点で３８万４０００人）［Babak,

Vaisman and Wasserman２００４，３７］を超える。

また，近年は青年層の取り込みに力を入れてお

り，党の資料によれば，２００６年７月現在１８歳か

ら３５歳までが全体の３８．２パーセントを占める

［YAPウェブサイトStatistika２００６］（注２６）。この層

は１９９５年に設立されたYAP青年同盟（YAP

G�ncl�r Birliyi）によって組織化されている。

Ⅳ YAPの組織構造

１．YAPの全体像と中央の組織

YAPは初級党組織を基本単位とし，行政区画

に応じて地区（都市）組織を構成し，党中央が

全体を統括するという階層構造をもち，党大会

を最高意思決定機関とする（図１参照）。党大

図１ YAP組織図

（出所）H�s�nov and Mirz�zad�（２００２，１５１―１６２），YAP−NMRTウェブサイト“ s�snam�”から筆者作成。
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会は４年に１度（１９９９年の規約改正までは２年に

１度）開催すると定められているが，９９年１２月

の第１回大会まで正式な党大会は１度も開かれ

なかった。その後２００１年１１月に第２回党大会，

２００５年３月に第３回党大会が開催されている。

党大会の会期はいずれも１～２日，出席する代

議員は２０００人前後であり，大会の内容は代議員，

党幹部の演説・活動報告，党役員の選出，規約

改正の承認などだが，事実上単なる追認機関で

しかない。しかしそれぞれの開催時期をみると，

大統領に再選されたものの１９９９年に心臓手術を

受けたヘイダルの健康不安が囁かれるなか開催

された第１回（イルハム，党副議長に選出），２０００

年の議会選挙での勝利後，大統領選挙を前にし

た第２回（イルハム，党第１副議長に選出），大

統領「世襲」の実現後，最初の国政選挙となる

議会選を目前に控えた第３回（イルハム，党議

長に選出）となっており，重要な政治日程のな

かに組み込まれていた。これまでの党大会はヘ

イダルからイルハムへとYAP・政権を受け渡す

ための場として象徴的な役割を果たしてきたの

である。

党の代表は党大会で選出される党議長であり，

党議長の補佐として政治評議会で選出される党

副議長が不定数置かれている。１９９９年の党規約

改正によって，党中央の事務機構の統括は幹事
・会から新設の執行書記局（ Icra Katiblik）に移管

された。執行書記局は執行書記１名と副執行書

記２名からなり，設置以来執行書記の地位にあ

るのはアリ・アフマドフ（ li hm�dov）（注２７）で

ある。対外的にも事実上党首代行として活動し

ており，このことを裏付けるかのように，２００５

年の第３回党大会においてアリ・アフマドフは

執行書記兼任のまま党副議長に選出された。

党大会開催期以外の時期に党の意思決定を担

うのは，党大会で選出される政治評議会と，政

治評議会で互選される幹事会である。第３回党

大会では１０２名の政治評議会員，２５名の幹事会

員が選出されている。表２は第３回党大会で選

出された幹事会構成員の役職内訳である。その

半数以上が議会関係者であり，行政府関係の人

物で占められている訳ではない。ここで注目さ

れるのは，党中央における大統領府幹部の存在

である。大統領の他に２名の大統領府幹部

が，１９９９年の第１回党大会から継続して幹事会

入りしており，大統領府とも強く結び付いてい

幹事会
２５名

政治評議会
１０２名

大統領府（大統領を含む）
中央省庁（国営放送社長含む）
国民議会議員
地区行政府
大学・研究職
企業関係
党役員（党議長、副議長含む），党職員

３
４
１４
４
１
１
１１

１４
２２
３６
１５
１１
８
２３

（出所）Azad Az�rbaycan（２００５）をもとに筆者作成。
（注）表中の数字は兼職による重複を含む。

表２ YAP幹事会・政治評議会構成員役職内訳

新アゼルバイジャン党と政治体制
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ることを窺わせる。政治評議会も実質的な意思

決定を行う場ではないが，そのメンバーは中央

省庁高官，地区行政府長官，国民議会議員，大

学・研究所幹部，党幹部からなり，国家機構の

各方面を含む。

２．地方党組織

YAPは現在全国８３の地区に党組織をもつ。表

３は２００６年時点の地方党組織議長の職務を項目

別にまとめたものである。これによれば地方党

組織議長と地区行政府長官との兼任はみられず，

副長官・部局長クラスが過半を占める。地区行

政府副長官は行政府長官によって任免されるが，

それには大統領府長官の承認が必要とされ，各

部局も地区行政府と中央省庁の両方に服属する

と定められているため［Az�rbaycan Respublikası

Prezidenti１９９９］，政権中枢の意向が反映されて

いるとみてよい。中央からのコントロールの下，

YAP地方組織が各地区行政府と緊密な関係をも

っていることが窺える。地方党組織の最高議決

機関である会議も，中央から派遣された党幹部

の演説と活動報告が主であり，党指導部で決定

された方針を下達するものでしかない。

３．党財政と活動

現代の民主主義国において政党が日常活動を

積極的に展開しようとすれば，そのために膨大

な資金が必要となる。重要な政治資源のひとつ

［岡沢１９８８，１８４―１８５］である（注２８）。オッタウェ

イは，準権威主義体制においても資金は重要で

あるが，与党と国家の財政的な分離が不明確で

あるために野党に対して与党がかなりの強みを

もつと指摘している［Ottaway２００３，１４７―１４９］。

一方，藤原が政府党のひとつとして考えるシン

ガポールのPAPは，資金的にはそれほど規模が

大きくなく，党としての組織はかなり小規模で

活動領域は極めて狭いと指摘されている。しか

しそれはPAPが末端の行政組織とも一体化し，

選挙の際は実質的に行政組織が活動しているた

めであるとされる［岩崎１９９３，１２８―１３０，１３５］。

YAPの党財政はどの程度の規模でどのように構

成されているのであろうか。

YAPの財源は党費，寄付，事業収入，出版活

動など（党規約第６条第３項）である。第３回

党大会（２００５年）における中央統制監査委員長

Q．ハジエフ（Q�z�nf�r Hacıyev）からの収支報

告［YAPウェブサイト Ⅲ Qurultayı］によれば，

YAPはここ数年毎年５０万米ドル相当（１米ドル

／４６００マナトで計算）の額を集めている（表４）。

口頭での報告のため概略しかわからないが，収

地区行政府副長官
地区行政府部局長
議員（ナヒチェヴァン自治共和国最高会議を含む）
中央省庁関係
無職
その他

１９
２７
７
７
１０
１３

計 ８３

�（出所）YAPウェブサイト“Rayon T�skilatları”の情報をもとに筆者
作成。

表３ YAP地方党組織議長の職務内訳
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入のほとんどが党費であり，支出は職員への給

与がもっとも多い。その他も党の直接的な運営

に関する項目であると思われる。野党の表向き

の財政規模と比べれば大きな差がみられるもの

の（注２９），YAPの財政規模はそれほど大きくない

ようである。

YAPは機関紙『新アゼルバイジャン』（Yeni

Az�rbaycan）を発行し，ホームページを運営し

ている。また，執行書記局が中心となって自然

災害の被災地に支援を行っている［YAPウェブ

サイト Partiya X�b�rl�ri２００３］。

YAPは大会以外にもほぼ１年に１回程度全国

規模の式典・集会を開催しており，下部組織で

ある青年同盟や女性評議会なども独自に活動を

行っている。選挙時には党の集会が行われ，セ

ミナー，地方党組織トップを集めた会議も開か

れている（注３０）。しかし定期的に開催されること

になっている政治評議会や幹事会を含め，YAP

としての日常的な活動が一般的に報じられるこ

とはあまり多くない。ただし選挙時の放送は

YAPにとって非常に有利になされている［OSCE

/ODIHR２００１］。国全体をカバーするテレビ局

は国営放送のみであり，その社長はYAP幹事会

メンバーN．フディエフ（Nizami Xudiyev）が長

らく務めていた（注３１）。YAPの強みは公的な活動

資金の「集金力」にあるのではなく，政府機構

を常に利用できる立場そのものである。

Ⅴ アゼルバイジャンにおける政党と

議会におけるYAPの地位

ソ連邦末期における民族主義の高揚とその後

の政治的混乱を背景に，アゼルバイジャンには

数多くの政治結社が誕生した。現在は４２の登録

政党と，その他多くの政治組織が存在する（注３２）。

しかし，そのほとんどは基本的にリーダー個人

の政治的影響力に依拠しており，その維持拡大

とリーダーの政治的野心達成の道具である

（単位：１，０００マナト）

２００２年 ２００３年 ２００４年

収入
党費
寄付その他

１，７３９，４８５
１，５６９，５１２
６４，０７２

２，４７１，０９２
２，１７４，００１
２９７，０９０

２，３１８，９０５
２，２６３，９０２
５５，００３

前年からの繰越金 ２４９，３２５ ４１９，４９４ ６２０，８１３

※ １７５，４１９ ８７，９７４

総支出
給与
党行事執行費
運営費
公共料金・建物管理費

１，５６９，３１６
１，０３８，８３４
１５７，８８３
２３６，０００
１３６，５９９

２，４４５，１９２
９１０，７２８
１９０，４９１
４９４，３０５
２２８，８５２

２，０３０，０２３
１，１９３，７８８
１２３，９９１
５４４，０４３
１６８，２００

繰越 ４１９，４９４ ６２０，８１３ ９９７，６６９

（出所）YAPウェブサイト“III Qurultayı”をもとに筆者作成。
（注）※印の項目は報告演説で触れられていない不明の差額分である。

表４ YAP第３回党大会における収支報告

新アゼルバイジャン党と政治体制
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［Altstadt１９９７，１４７］。また，ヘイダル政権はYAP

の組織拡充に努める一方，様々な方法で反対派

を抑え込んできた。アゼルバイジャンにおいて

は反対派政党の強制的な解散や転向はみられな

いが，政党登録の拒否・抹消，選挙活動の妨害，

選挙管理体制のコントロール，党首の逮捕・訴

追，広報活動の妨害など，反対派の政治参加は

再三にわたって阻害されてきた。また，ヘイダ

ル政権は反対派の内部対立を煽り，分断・懐柔

を常に画策してきたといわれる［Rasizade２００３，

３５３］。

１９９５年の憲法によってその役割を大きく後退

させたといわれる議会だが，大統領は議会の解

散権をもっていない。仮に議会多数派が大統領

と対立した場合政治的空白が生じる可能性も存

在するが，現時点ではこうした事態は予想でき

ない。表５は１９９５年からの議会選挙の結果であ

る。YAPがいずれの選挙でも圧倒的な勝利を収

め，議会内では体制派の小政党・無所属議

員（注３３）を加えて圧倒的な勢力を保っている。こ

れを背景にYAPは議長や委員長などの議会人事

もほぼ独占しており，また，議会内会派の形成

は国民議会内規により２５名以上の議員の参加が

要求されるため，反対派議員は会派形成すらか

なわず，議会運営において政権に挑戦する余地

はない。

このように，アゼルバイジャンの反対派政党

は一方では政権からの圧力を受け，他方では内

部対立を解消できないまま公的な政治空間から

ほぼ締め出されており，圧倒的な地位を占める

YAPと周縁化する反対派という構図が半ば固定

化している。各派は政権側のルールを受け容れ，

従順な野党として数少ない議席に甘んじるか，

それを拒絶して反体制派の烙印を押されるしか

選択肢がない。後者の場合，現実政治からさら

に遠のいていく恐れがあり，反対派のジレンマ

となっている［M�mm�dov２００６］。

Ⅵ YAPの役割

YAPはアゼルバイジャンの現体制にとって，

歴史的な経緯に由来する特殊な役割が大きく２

つ存在する。ひとつ目は「正統性の創出」であ

る。上述のようにYAPは「野党」として出発し，

現在に至るまでその歴史を強調する傾向がみら

れる。集会での演説には決まって結党時の大き

な困難と国難についての述懐が含まれる。結党

から政権成立，国の安定回復へと至る過程はそ

のまま人民戦線政権の無力を想起させ，現政権

に正統性を与える大きな要素となっている。現

第１期（１９９５～） 第２期（２０００～） 第３期（２００５～）

YAP 無所属 諸派 YAP 無所属 諸派 YAP 無所属 諸派

比 例 １９ ６ １６ ９ 第三期から比例枠廃止

小選挙区 ３５ ５５ ９ ５９ ２９ １１ ６１ ４３ ２１

計 ５４ ５５ １５ ７５ ２９ ２０ ６１ ４３ ２１
・ ・（出所）第１期は525−ciウェブサイト（２００５），第２期はSIMウェブサイト，第３期はSIMウ

・ェブサイト“ Ilkin n�tic�l�r−partiyalar üzr�”をもとに筆者作成。
（注）全１２５議席，補欠選挙・異動含まず。第１期・第２期は欠員１。

表５ 国民議会選挙結果
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政権の成果が「救国と発展」である以上，YAP

の存在は切り離せないのである。

２つ目は「体制派エリートの凝集力の源」で

ある。結党に至る経緯は結党時のエリートとヘ

イダルとの間に独特の連帯感を生み出していた。

このことは，ヘイダルと世代が近いエリートた

ちが離反することを抑止してきた。後の党内の

世代交代による動揺時も，ヘイダル存命中は離

反の動きがほとんど出なかったことがこれを物

語っている。また，YAPは新たに政権に加わる

エリートたちの受け皿ともなってきた。１９９５年

の議会選挙でYAPが獲得した議席は当初５４議席

だったが，その後小政党や無所属議員が加入

し，２０００年の選挙前には議席数が６０台後半に達

していた（注３４）。

また，１９９３年以来政権とYAPが一貫して「YAP

＝大統領の党」という図式を守り続けてきたこ

とも指摘しておく必要がある。アゼルバイジャ

ンでは２００５年４月の改定まで大統領が政党員に

なることは政党法で禁じられていた（注３５）にもか

かわらず，一貫して大統領がYAP議長を兼任し

続けた。これについて野党のひとつである統一

党（V�hd�t Partiyası）議長のT．ケリムリ（Tahir

K�rimli）は，大統領が党議長を務めるYAPはも

ともと「政党」ではないとし，YAPは「大統領

の社会基盤」としての機能を果たしており，「予

備国家」とみなしうるとし，その上で，仮に大

統領が（当時の）政党法に従ってYAPを離れた

場合，YAPは瓦解するだろうと述べ ・た［Islamin

S�si ２００４］。YAPは行政府の枠を超えてより広

い層を大統領と結び付ける「もうひとつのチャ

ンネル」となっており，大統領とYAPとの結び

付きの明確さが，政権にとって非常に重要であ

ることを物語っている。

お わ り に

以上，政府党体制・政党型権威主義体制の議

論を参考にしつつ，与党YAPを中心にアゼルバ

イジャンの政治体制を考察してきた。YAPは現

政権の誕生に深く関わりをもち，政権発足後急

速に勢力を拡大しながら今日まで政権を支え続

けている。この関係性は，政府党体制や政党型

権威主義体制の議論で示された「政権が形成主

体となる与党」「組織・人員・財政支出の一体

化」「与野党間の圧倒的な格差」といったポイ

ントにかなりの部分で合致するものであり，少

なくともアゼルバイジャンの政治体制の外観は

政府党体制に近いといえるだろう。

しかし，その実態については留意すべき点も

存在する。

第１に，議会を�回した政策決定が行われて

いることが政府と与党の間の調整の存在を示す

とは限らないということである。行政府と立法

府との関係に関していえば，シンガポールやマ

レーシアでみられるように，政府党を構築する

ことで野党を排除し，議会での議論を事実上回

避しているのではなく，憲法にもとづく強権大

統領制が既に議会の地位を低いものにしている

点に注目すべきであろう。

第２に，長期化・安定化と制度化の関係とい

う問題がある。政府党や政党型権威主義体制の

事例で挙げられている政権はいずれも３０年程度

持続しているのに比べて短いが，２００３年の大統

領選挙を乗り切ったことにみられるように，長

期安定化の傾向を示しつつある。一方，２００３年

から２００５年にかけてCIS諸国の一部（グルジア，

ウクライナ，クルグズスタン）で大きな政治変動

新アゼルバイジャン党と政治体制
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がみられた（注３６）。CIS諸国の間でこのような違

いを生んだ背景のひとつとして，政府党体制の

存在を考えることができるのではないか。ただ

し，２００３年の大統領選挙において，ヘイダルか

らイルハムへの大統領職「世襲」という形をと

ったところに，アゼルバイジャンにおける政府

党体制の制度化の弱さをみて取ることができる。

この点は，先行研究で指摘されてきた新家産制

的特徴を考慮しつつ，さらなる検討が必要であ

る。

第３に，アゼルバイジャンの政治体制におけ

るYAPの存在が，歴史的重要性を強調する点で

多分に象徴的であることにも注意すべきであろ

う。

既に述べたように，アゼルバイジャンにおい

てYAPは政策決定の枢要から外れており，主た

る活動の場であるべき議会も政策決定において

重要ではない。しかし，議会や政党が民主主義

的な意味・役割をもっていないことを指摘する

だけでなく，また，政策決定の中枢から外れて

いるから重要ではないと断じてしまうのではな

く，大統領中心の権威主義体制をいかに支えて

いるのかという観点から政党を評価すべきであ

る。この点で，行政府主導で政権と政党の強固

な癒着のあり方を示した政府党の議論を参照す

る意義は十分にあり，上記の留意点を踏まえ，

政権長期化の一要因としてのポストソ連地域に

おける国家と政党との新たな関係に，今後より

注目していくべきではなかろうか。

（注１）１９２３年，アゼルバイジャン共和国の飛び

地であるナヒチェヴァン自治共和国出身。１９６９～８２

年アゼルバイジャン共和国共産党第１書記。１９８２～

８７年ソ連共産党政治局員・連邦閣僚会議副議長。１９８７

年に失脚，９０年にアゼルバイジャン共和国最高会議

議員・ナヒチェヴァン自治共和国最高会議議員に当

選し，政界復帰。１９９１年９月に自治共和国最高会議

議長に就任，９３年６月にアゼルバイジャン共和国国

民議会議長（大統領代行）に就任。同年１０月の大統

領選で当選し，１９９８年再選。２００３年１２月死去。

（注２） オッタウェイはアゼルバイジャンを事例

のひとつとして取り上げ，「“崩れ”準権威主義」（Semi

−Authoritarianism of Decay──権威主義に向かいつつ

ある体制）として位置付けている［Ottaway２００３，

２１，５１―７０］。ただし，オッタウェイは自らが提唱す

る準権威主義と，これまで議論されてきたリンスの

定義する権威主義［リンス１９９５，１４１］との違いを

明確に示しているわけではない。

（注３） その最たる例として，クラン（地域閥）

やパトロン・クライアント関係に関する言及が挙げ

られよう。ナヒチェヴァン・クランの存在が支配的

であると指摘されるが，この軸だけではこれまでの

政権内部の対立は説明できない［Fuller２００５］。また，

パトロン・クライアント関係についても，ソ連時代

のアゼルバイジャンを事例のひとつとして取り上げ

たウィラートンの研究［Willerton１９９２］以降，この

問題を中心に取り扱った研究は管見の限り存在しな

い。

（注４） 塩川は先行する研究で使われていた「党

＝国家体制」を「単一支配政党が重要諸政策を排他

的に決定し，その政策が国家機関にとって直ちに無

条件に義務的となり，かつ党組織と国家機関が機能

的にも実体的にもかなりの程度オーヴァーラップし

ている──そのことは同時に，党自体が権力機関的

要素をもつものに変質するという面を内包する──

という関係」が確立している状態と改めて定義した

［塩川１９９３，３６］。また，塩川は一党制との違いに

ついて，一党制は政党の数に，党＝国家体制は党・

国家の作動様式に注目した概念であると指摘してい

る［塩川１９９３，５２―５３］。

（注５） 中央アジア諸国について，宇山はこうし

た変化を「党＝国家型権威主義」から「大統領制権

威主義」への変化としてとらえている［宇山２００４］。

また松里は１９９０年代中頃までのロシア・ウクライナ

における政党政治について，「行政府党」や「政党制

各層間関係」という概念をもちいてその動態を分析
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した［松里１９９５，２０００］。

（注６） ロシアについて，本稿でも参考とする政

府党体制［藤原１９９４］の概念をもちいて分析したも

のとして［大串２００７］がある。

（注７） そもそも岸川は「国家政党」の定義を明

示しておらず，一方の藤原も，「政府党」に一応の定

義を与えているものの，鍵となる行政機構との「一

体化」を具体的な指標で表すことは難しいと述べて

いる［藤原１９９４，２３３］。

（注８） アヤズ・ムタリボフは１９３８年バクー生ま

れ。１９９０年１月，黒い１月事件を受けて共和国閣僚

会議議長から共産党第一書記に就任。同年５月に最

高会議の承認を得て共和国初代大統領に就任し，１９９１

年９月に国民投票で改めて選出された。１９９２年３月

に辞任。同年５月に復帰を企てるが，失敗してモス

クワへ亡命した［Zulfuqarlı２００６］。

（注９） 議会選挙に先立つ１９９０年８月，ナヒチェ

ヴァン・ソヴィエト社会主義自治共和国最高会議幹

部会は「ヘイダルをナヒチェヴァン市民であるとみ

なす」とする決議を発している。これによって帰郷

と選挙への立候補が公的に認められた［S�m�dov

２００４，１２６］。既にヘイダルの復帰を支援する動きが

存在していたと考えられる。また，ナヒチェヴァン

自治共和国最高会議議長選出の際は，出席７５名中賛

成７０，反対・棄権５というものであった［M�mm�dov

２００５，５０］。

（注１０） この時設置された最高会議国民評議会

�（Az�rbaycan Resupublikası Ali Sovetinin Milli Sura）

は，最高会議の常設機関として位置付けられた。１９９２

年５月のムタリボフ復帰騒動時に最高会議において

国民評議会解散が決議されるが，同決議は人民戦線

が政局を掌握した直後撤回され，最高会議国民評議

会は国民議会（Milli M�clis）と改称した。同時に，

最高会議の権限を停止する決議がなされ，新議会選

出までの間，国民議会がその全権を行使するとされ

た。この国民議会も直接国民に選ばれたものではな

く，１９９２年５月２６日に採択された「国民議会新議員

選出規則」に従い，欠員の補充を最高会議議員のな

かから国民議会の討議を経て行うという形式をとっ

た。なお，新憲法下での議会の名称も国民議会（Milli

M�clis）であるが，基礎となる憲法が異なっている

ため別の機関と考えるべきである。

（注１１） ホジャル事件とは，旧ナゴルノ・カラバ

フ自治州のホジャルでアルメニア人武装勢力により

住民が多数殺傷されたとされる事件である。その後

のムタリボフ復帰騒動も含め，廣瀬（２００５，２３８―２４６）

を参照。

（注１２） この間の事態の推移を民族紛争との関係

から詳細に記述しているものとしてGoltz（１９９８），

Swietchowski（１９９５），Altstadt（１９９７）を参照。

（注１３） しかし中央選挙委員会の資料によれば，

選挙開始当時のイルハム陣営責任者はYAPナヒチェ

ヴァン組織の執行書記であり，当初からYAPの組織

を基盤に選挙に出馬していたと考えてよいだろう。

（注１４） 首相については議会の承認を必要とする

が，３度否決された場合承認なしで任命することが

できる。

（注１５） アゼルバイジャンの行政単位は，上から

共和国，自治共和国，地区となる。ナヒチェヴァン

自治共和国の元首は自治共和国最高会議議長であり，

自治共和国最高会議で選出される。また，民族紛争

の舞台となったナゴルノ・カラバフ自治州はソ連末

期の１９９１年１１月，アゼルバイジャン共和国最高会議

において廃止が決議され，地区に分割された。以後

同国法制上ナゴルノ・カラバフ自治州は存在しない。

（注１６）１９９５年と２０００年の選挙時は小選挙区１００，

比例２５の並立制だったが，２００２年の国民投票による

憲法改正の結果２００５年の選挙からはすべて小選挙区

制となった。

（注１７） 大統領が「重大な犯罪」を犯した場合に

限られる。最高裁の判決にもとづいた憲法裁の勧告

による国民議会の議決（勧告から２カ月以内に９５名

以上の賛成）を必要とする。

（注１８） 単独または複数の町・村で構成され，共

和国に約１３００存在する。評議会メンバー （任期５年）

は１９９９年から住民の直接投票によって選ばれている。

（注１９） 中央アジア諸国の政治体制については，

宇山（２００４）を参照。

（注２０） 故 Z．ブニャドフ（Ziya Bünyadov，科学

アカデミー副総裁・党副議長）を筆頭に，R．アラフ

ベルディエフ（Rafael Allahverdiyev，前バクー市行政

府長官・元党副議長），H．アブタリボフ（Hacıbala
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Abutalıbov，現バクー市行政府長官），M．アレスゲ

ロフ（Murtuz l�sg�rov，党副議長・前国民議会議

長），S．タブリズリ（Sirus T�brizli，前党副議長・

（元プレス情報相）， ．ナギエフ（ li Nagıyev，前労

働・社会保障相・前党副議長）， ．アフマドフ党副

議長・党執行書記，故F．マグスドフ（F�ram�z

Maqsudov，前科学アカデミー総裁）など，ヘイダル

政権発足にともなって重要な地位に就いた者も多い。

ヘイダルと同世代か少し下の年代が多いが，一世代

下の層も含まれており，年齢層は幅広い。Gaziyeva

（２００１）によれば２００１年前半の時点で２３人が死去し

ていた。

（（注２１） 要請文と回答文は Bagırov（２００２，８―

１２，２１２―２１５）を参照。

（注２２） これに関して，共産党政権期に任命され

た地区行政府長官は，人民戦線政権成立にともない

すべて交代させられたことが当時の大統領令から確

�認できる。また，レンカラン市（L�nk�ran s�h�r）

での組織構築に関わったD．ジャマロヴァ（Dilruba

Camalova）は，ヘイダルが共和国共産党第一書記で

あった１９６９～８２年当時，自身が市党委員会書記・第

（一書記であったことを述懐している［Agababayeva

２００２，１８６］。YAP幹部にはかつて共産党の地区委員

会第一書記や地区ソヴィエト執行委員会議長を務め

ていた者が複数確認でき，同様の例が各地でみられ

たと考えられる。

（注２３） この時３３パーセントの得票で次点となっ

たN・スレイマノフ（Nizami Süleymanov）は，ヘイ

ダル陣営に擁立された「当て馬」候補だったという

説もある［Goltz１９９８，２２４］。この時期，既にヘイダ

ルが国政に対し一定の影響力を及ぼそうとし，また

及ぼし得たと考えられる。

（注２４） 結局人民戦線政権下では選挙は行われな

かったが，人民戦線政権側でも選挙に向けた動きは

みられた。YAP結成と同じ１９９２年１１月，かつてロシ

ア革命後の独立時代に民族共和国を主導したミュサ

ヴァト党（Müsavat Partiyası）の復活党大会が開かれ，
・国民議会議長イサ・ガンバル（Isa Q�mb�r）を議長

�（basqan）に選出した。この時大統領府から各行政

府に，（純粋な政党ではなかった）人民戦線のメンバ

ーを速やかにミュサヴァト党に移すよう指示があっ

たといわれる［Zülfüqarlı２００６，１３３］。

（注２５） １月１２日にビラスヴァル，１月１６日にサ

ビラバド，グバで設立協議会が開催された

（［Agababayeva２００２，１３５］。一方ナヒチェヴァンで

も１９９３年初めに各地で組織が設立された。

（注２６）２００７年時点の全有権者に占める同年代の
・有権者の割合は３９．２１パーセント（SIM “Seçici siyahısı

haqqında statistik m�lumat”から筆者計算）であり，

特に高い比率というわけではない。

（注２７）１９５３年アルメニア出身。結党を要請した

「９１人」の１人であり，１９９８～９９年に大統領府副局

長，ハタイ地区行政府長官を務め，２０００年（比例），２００５

年（第１９ナリマノフ第１選挙区）と連続して国民議

会議員に選出。

（注２８） 一例を挙げれば，日本自由民主党は２００４

年に約２６４億円（支部を除く。政党交付金約１５５億円

を含む）を集めている［『官報』］。

（注２９） 現地メディアのインタビューに答えた反

対派政党の代表格ミュサヴァト党の第一副党首V・ア

（ユブ（Vurgun yyub）によれば，２００５年当時の同党

の出費は毎月４６８万５０００マナト，約１０００米ドルであっ

た［Hesabat ２００５］。単純計算でYAPの４０分の１以下

の額であり，反対派は資金的にも厳しい状況に置か

れている。政党法は外国からの資金を受け取ること

を禁止しており，また国費による助成金の定めもな

いため，反対派各党はいずれも自派のメンバーが組

織するNGOを利用して外国の援助者から資金を集め

ているとされる。

（注３０）２００５年の議会選では投票後の反対派勢力

による集会に対抗する形でコンサートなどを呼び物

にした街頭勝利集会が行われ，ある程度の動員数を

示したようである。

（注３１） N．フディエフは１９４９年ナヒチェヴァン出

身。１９９２年からYAP幹事会メンバー，９５年から国民

議会議員，９６年から２００６年まで国営放送社長。なお，

２００５年の政党法改正まで，国営放送社長の政党員と

しての資格を停止する規定があったが，党幹事会メ

ンバーを兼任し続けた。

（注３２） 公認政党数と政党名はAz�rbaycan Portal

ウェブサイトを参照。また，政党法第４条によって

人種・民族・宗教対立を煽る目標や活動方法をもつ
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政党は禁止されている。主要な政党については先行

研究でも言及されているのでここでは詳細には触れ

ない。Altstadt（１９９７，１４７―１４９），Babak, Vaisman and

Wasserman（２００４，２１―９３）などを参照。

（注３３） その多くは親政権の立場であり，「党員で

ないYAPメンバー」ともいわれる［N�sibli２００６］。

表５にみられるように，無所属議員は議会内でYAP

に次ぐ議席数である。２０００年の議会選についてみる

と，当選者のうち出身地付近からの立候補が占める

割合はむしろYAP議員の方が高かった。また，２００５

年の議会選では，一部無所属候補の選挙区にYAPが

公認候補を立てていないことから，選挙の段階で既

に協力関係が存在することがわかる。政権にとって

は，議会の多元的な外観を装う上で利用できるとい

うメリットが考えられるが，なぜ無所属なのか，な

ぜ相当数の議席を占めているのか，その理由はいず

れ詳細に分析せねばならないであろう。

（注３４） 無所属から１５議員がYAPに合流し，６議

員がYAPから野党に転向したとされている［525−ci

２００５］。また，小政党民主独立党がYAPと合併してい

る。

（注３５） 党員の資格は該当する公職の任期中停止

される。政党法第８条。該当する公職とは，大統領，

国営放送・財務・内務・軍・司法・関係者を指す。

このうち前３者については規定を無視する形でYAP

幹部がトップに就任していたことが確認できる。

（注３６）２００３年１１月から２００５年３月にかけて，市

民の大規模な集会を背景とした政権交代が三国で起

こった。詳細は藤森・前田・宇山（２００６）を参照。
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T�skilatı［YAPナヒチェヴァン自治共和国組織］

“ sasnam�［規則］.”（http : //www.yapnmrt.org.az

/viewtopic.php?mode=regulations，２００４年９月２５日

閲覧）.
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（北海道大学大学院文学研究科博士課程，２００７年

２月２０日受付，２００７年１２月６日レフェリーの審査

を経て掲載決定）
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